
公 示

本競技会は、社団法人日本自動車連盟(ＪＡＦ)の公認のもとに国際自動車連盟

（ＦＩＡ）の国際モータースポーツ競技規則とその付則、それに準拠したＪＡＦ国

内競技規則と付則、２０１０年日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権規定、

２０１０年JMRC北海道ダートトライアルチャンピオンシリーズ共通規定、２０１０

年北海道ダートトライアルジュニアシリーズ規定ならびに本特別規則に従い

準国内競技として開催される。

第１条 競技会名称

２０１０年JAF北海道ダートトライアル選手権第６戦

２０１０年JMRC北海道ダートトライアルチャンピオンシリーズ第６戦

２０１０年JMRC北海道ダートトライアルジュニアシリーズ第６戦

２０１０年JMRCオールスター選抜

２０１０年ブレインスーパートライアル No.３１

第２条 競技種目

ダートトライアル

第３条 競技の格式

ＪＡＦ公認 準国内競技(クローズド併催)

第４条 開催日

２０１０年６月２７日（日）

第５条 開催場所

オートスポーツランドスナガワ

第６条 オーガナイザー

オートスポーツプロジェクトブレイン（ＢＲＡＩＮ）

第７条 大会審査員会

審査委員長 竹道 雄康（ARK） 審査委員 石川 和男（CSCC）

第８条 大会役員

組織委員長 菅野 久夫 計時委員長 桜井 雅紀

組織委員 木戸 亜紀 技術委員長 河村 康広

競技長 脇 孝拓 救急委員長 脇 孝拓

コース委員長 菅野 久夫 事務局長 木戸 亜紀

第９条 参加車両

本競技会に参加する車両は、以下に適合したものとする。

１．ＰＮ部門： 下記１）または２）に定める要件を満たしたFIA/ＪＡＦ公認車両

または登録車両で当該年度JAF車両規則第３編スピード車両規定に定め

るスピードＰＮ車両に適合したものとする。

１） FIA/JAF公認車両で、同一型式の最も古い公認発効年が選手権年度

の３年前の１月１日以降の車両

２） JAF登録車両で、同一型式の最も古いJAF登録年が選手権年度の

３年前の１月１日以降の車両

３） 当該車両がFIA/JAF公認車両または登録車両として資格を重複して

有する場合は、同一車両型式の公認発効年またはJAF登録年の最も

古い年から起算して、上記１）あるいは２）に定める年数による資格が決定

される

２．N部門： FIA/ＪＡＦ公認車両または登録車両で当該年度ＪＡＦ国内競技

車両規則第３編スピード車両規定の一般規定及びN車両規定に適合した

ものとする。

３．SＡ部門： FIA/JAF公認車両または登録車両で当該年度JAF国内競技

車両規則第３編スピード車両規定の一般規定及びSA車両規定に適合し

たものとする。

４．SＣ部門： FIA/JAF公認車両または登録車両で当該年度JAF国内競技

車両規則第３編スピード車両規定の一般規定及びSC車両規定に適合し

たものとする。

５．Ｄ部門： 当該年度JAF国内競技車両規則第３編スピード車両規定の

一般規定及びスピードD車両規定に適合したものとする。

６．J－１～４部門： FIA/JAF公認車両または登録車両で当該年度JAF国内

競技車両規則第３編スピード車両規定に各準拠。

７．ジュニアシリーズＳＣ・Ｄ部門：当該年度ＪＡＦ国内競技各車両規則に準拠

第１０条 競技クラス区分

１．JAF北海道選手権/JMRC北海道チャンピオンシリーズ

ＰＮ－１クラス： 気筒容積１６００ｃｃ以下の２輪駆動のＰN車両

N－１クラス： ２輪駆動のN車両

N－２クラス： 気筒容積１６００ｃｃ以下の４輪駆動のN車両

ＳＡ－１クラス： ２輪駆動のＳＡ車両

NSA-２クラス： 気筒容積１６００ｃｃを超える４輪駆動のＮおよびＳＡ車両

ＳＣ－１クラス： ２輪駆動のＳＣ車両

ＳＣ－２クラス： 気筒容積１６００ｃｃ以下の４輪駆動のＳＣ車両

ＳＣ－３クラス： 気筒容積１６００ｃｃを超える４輪駆動のＳＣ車両

Dクラス： 排気量区分なし

Ｌ－１クラス： 気筒容積２５００ｃｃ以下の N、ＳＡ、Ｂ車両

Ｌ－２クラス： 気筒容積２５００を超えるN、ＳＡ、Ｂ車両

２．JMRC北海道ジュニアシリーズ

Ｊ－１クラス： 気筒容積１６００ｃｃ以下の４輪駆動のN、ＳＡ、Ｂ車両

Ｊ－２クラス： 気筒容積１６００ｃｃ以下の２輪駆動のN、ＳＡ、Ｂ車両

Ｊ－３クラス： 気筒容積１６００ｃｃを超える２輪駆動のN、ＳＡ、Ｂ車両

Ｊ－４クラス： 気筒容積１６００ｃｃを越える４輪駆動のN、ＳＡ、Ｂ車両

ＳＣ・Ｄクラス： 排気量区分なし

３．クローズドクラス： クラス区分なしのＮ，ＳＡ，Ｂ，ＳＣ車両

第１１条 参加資格

１．ＪＡＦ発給の当該年度の競技参加許可証の所持者でなければならない。

ただし競技運転者は参加者を兼ねることができる。(クローズドクラス除く)

２．競技運転者は、当該車両を運転することができる運転免許証と、JAF

発給の当該年度の競技運転者許可証Ｂ級以上を所持していること。

（クローズドクラス除く）

３．クローズドクラスの参加者は当該車両を運転することができる運転免許

証を所持していること。

４．２０歳未満の競技運転者は参加申込に際し、親権者の署名、捺印を必要

とする。

第１２条 参加制限

１８０台までとする。

第１３条 参加料

チャンピオンクラス １名に付き １８,０００円

レディースクラス １名に付き １６,０００円

ジュニアシリーズ １名に付き １７,０００円

クローズドクラス １名に付き ８,０００円

賞典外クラス １名に付き ８,０００円

１．ＪMRC北海道に加盟するクラブ団体の構成員であることが参加申込書

または競技ライセンス捺印された登録印により確認できる者は、上記

参加料より３，０００円差し引く。（クローズド・賞典外クラス除く）

２．ＪＭＲＣ北海道互助会会員であることが競技会当日まで加入証等により

提示確認できる者は、参加料より１, ０００円を差し引く。

３．学生参加料についてはＪＭＲＣ北海道ダートトライアル統一規則付則に

適合し対応する。

第１４条 参加受付期間および参加申込場所

１．参加受付期間： ２０１０年６月１４日（月）～６月１９日（土）（必着）

２．参加申込場所（大会事務局）

〒００７-０８８３ 札幌市東区北丘珠３条１丁目７－３

プライス運送内 オートスポーツプロジェクトブレイン

ＴＥＬ ０１１-７８３-８７７８ ＦＡＸ ０１１-７８３-８８７０

３．参加申込は、参加申込書に必要事項を正確に記入し参加料を添えて

申し込むこと。

４．参加申込が郵送による場合は必ず現金書留で郵送すること。

５．オーガナイザーは理由を明示することなく参加を拒否する権限を有

する。（この場合、参加料は手数料を引いて返還する）

６．オーガナイザーの都合により参加受付期間を延長することがある。

第１５条 タイムスケジュール

参加確認 ＡＭ ７：３０～８：００ ブリーフィング AM ９：０５～

公式車検 ＡＭ ７：３０～８：１０ 競技開始 AM ９：１５～

慣熟歩行 ＡＭ ８：１０～９：００

第１６条 賞典

各クラス１位～３位 ＪＡＦメダル・トロフィー・副賞

各クラス４位以下 トロフィー・副賞(参加台数の３０％以内最大１０位迄)

第１７条 公式通知

本規則書に記載されていない競技運営に関する実施細則および

指示事項は「公式通知」によって示される。

第１８条 参加者および競技運転者の遵守事項

２０１０年ＪＭＲＣ北海道ダートトライアル統一規則「参加者および競技

運転者の遵守事項」の条項に従うものとする。

第１９条 付則

本特別規則書に記載されていない事項についてはJAF国内競技規則と

付則、２０１０年日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権規定、２０１０年

JMRC北海道ダートトライアルチャンピオンシリーズ共通規定、２０１０年

北海道ダートトライアルジュニア規定、２０１０年JMRC北海道スラローム

共通規定に準ずる。

JAF北海道ダートトライアル選手権 第６戦 公認番号第８５０６号

２０１０年 ブレインスーパートライアル No.３１
特別規則書 ２０１０．６．２７（日）

２０１０年ブレインスーパートライアルNo.３１大会組織委員会


